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北九州市告示第６０号  

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第８条第１項の

規定による特定施設の構造等の変更許可申請があったので、同条第３項におい

て準用する同法第５条第４項の規定により、その概要を告示し、同条第３項の

事前評価に関する事項を記載した書面を次のとおり公衆の縦覧に供する。 

なお、当該特定施設の構造等の変更に関し利害関係を有する者は、縦覧期間

満了の日までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提

出することができる。  

令和６年２月２７日 

北九州市長 武 内 和 久  

１ 申請の概要  

（１） 申請者  

大阪府東大阪市中石切町五丁目７番５９号  

      大阪精工株式会社  

      取締役社長 澤田展明 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称  

北九州市若松区響町一丁目１２０番２  

      大阪精工株式会社九州工場 

（３） 特定施設の構造等の変更の概要 

  特定施設からの汚水等の汚染状態、汚水等の処理施設からの汚水等の汚 

染状態及び排水口からの排出水の汚染状態の変更 

（４） 変更される特定施設に関する事項 

ア 名称、種類及び能力 

 （ア） Ｃ－２ 

種類 

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別

表第１の第６５号に掲げる酸又はアルカリによる表面処

理施設 

能力 ３００ｔ／日 

（イ） Ｃ－３ 

種類 
水質汚濁防止法施行令別表第１の第６５号に掲げる酸又

はアルカリによる表面処理施設 

能力 ３００ｔ／日 

（ウ） Ｃ－４ 

種類 水質汚濁防止法施行令別表第１の第６５号に掲げる酸又 
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 はアルカリによる表面処理施設 

能力 ３００ｔ／日 

（エ） Ｃ－５ 

種類 
水質汚濁防止法施行令別表第１の第６５号に掲げる酸又

はアルカリによる表面処理施設 

能力 ３００ｔ／日 

イ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの通 

常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の 

値 

（ア） Ｃ－２ 

 変更前 変更後 

汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 ０ 

最大 １４ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 ９．６ 

最大 ９．６ 
同左 

生物化学的酸素要求量

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １３，８００ 

最大 １３，８００ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ６９０ 

最大 ６９０ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １５，０００ 

最大 １５，０００ 
同左 

ノルマルヘキサン抽出物

質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １１，０００ 

最大 １１，０００ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ７９０ 

最大 ７９０ 
同左 

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２１０ 

最大 ２１０ 
同左 

亜鉛含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４７ 

最大 ４７ 
同左 

溶解性鉄含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ６８ 

最大 ６８ 
同左 
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アンモニア、アンモニ

ウム化合物、亜硝酸化

合物及び硝酸化合物

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 － 

最大 － 

通常 ７９０ 

最大 ７９０ 

（イ） Ｃ－３ 

 変更前 変更後 

汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 ０ 

最大 １４ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 １２．５ 

最大 １２．５ 
同左 

生物化学的酸素要求量

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １．０ 

最大 １．０ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １，４００ 

最大 １，４００ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １，４００ 

最大 １，４００ 
同左 

ノルマルヘキサン抽出物

質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １４ 

最大 １４ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ６６０ 

最大 ６６０ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．４ 

最大 ２．４ 
同左 

亜鉛含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １．４ 

最大 １．４ 
同左 

溶解性鉄含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １．９ 

最大 １．９ 
同左 

アンモニア、アンモニ

ウム化合物、亜硝酸化

合物及び硝酸化合物

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 － 

最大 － 

通常 ７９０ 

最大 ７９０ 

（ウ） Ｃ－４ 

 変更前 変更後 
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汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 ０ 

最大 ３６ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 １．９ 

最大 １．８ 
同左 

生物化学的酸素要求量

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １．０ 

最大 １．０ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２７ 

最大 ３３ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １２ 

最大 ２８ 
同左 

ノルマルヘキサン抽出物

質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １ 

最大 ４ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ５，０００ 

最大 ８，１００ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３，１００ 

最大 ３，７００ 
同左 

亜鉛含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ８１ 

最大 １４，０００ 
同左 

溶解性鉄含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２３ 

最大 １２，０００ 
同左 

アンモニア、アンモニ

ウム化合物、亜硝酸化

合物及び硝酸化合物

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 － 

最大 － 

通常 ５，０００ 

最大 ８，１００ 

（エ） Ｃ－５ 

 変更前 変更後 

汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 ０ 

最大 ３６ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 １．９ 

最大 １．８ 
同左 

生物化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １．０ 

最大 １．０ 
同左 
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化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２７ 

最大 ３３ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １２ 

最大 ２８ 
同左 

ノルマルヘキサン抽出物

質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １ 

最大 ４ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ５，０００ 

最大 ８，１００ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３，１００ 

最大 ３，７００ 
同左 

亜鉛含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ８１ 

最大 １４，０００ 
同左 

溶解性鉄含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２３ 

最大 １２，０００ 
同左 

アンモニア、アンモニ

ウム化合物、亜硝酸化

合物及び硝酸化合物

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 － 

最大 － 

通常 ５，０００ 

最大 ８，１００ 

（５） 汚水等の処理に関する事項 

汚水の処理施設の名称、使用時における当該汚水処理施設による処理後 

の汚水等の１日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状 

態の通常値及び最大の値 

ア 中和凝集沈殿処理装置 

 変更前 変更後 

汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 ２４０ 

最大 ４００ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 ６．８ 

最大 ６．８ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０．０ 

最大 １０．０ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２０．０ 

最大 ２０．０ 
同左 

ノルマルヘキサン抽出 通常 ２．０ 同左 
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物質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

最大 ２．０ 
 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０．０ 

最大 １０．０ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １．０ 

最大 １．０ 
同左 

亜鉛含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．０ 

最大 ２．０ 
同左 

溶解性鉄含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０．０ 

最大 １０．０ 
同左 

アンモニア、アンモニ

ウム化合物、亜硝酸化

合物及び硝酸化合物

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 － 

最大 － 

通常 １０ 

最大 １０ 

（６） 排出水に関する事項  

ア 排水口名 Ｎｏ．１排出口 

イ 排水量及び汚染の状態 

 変更前 変更後 

汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 ２４８ 

最大 ４０８ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 ６．８ 

最大 ５．０～９．０ 
同左 

生物化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０．０ 

最大 １５．０ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０．０ 

最大 １５．０ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２０．０ 

最大 ２０．０ 
同左 

ノルマルヘキサン抽出

物質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．０ 

最大 ２．０ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０．０ 

最大 １０．０ 
同左 

燐含有量 通常 １．０ 同左 
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（ｍｇ／ℓ ） 最大 １．０  

アンモニア、アンモニ

ウム化合物、亜硝酸化

合物及び硝酸化合物

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 － 

最大 － 

通常 １０ 

最大 １０ 

２ 縦覧の期間及び場所  

（１） 期間  

令和６年２月２７日から同年３月１９日まで（日曜日及び土曜日を除く  

。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで  

（２） 場所  

北九州市小倉北区城内１番１号  

北九州市環境局環境監視部環境監視課  

３ 意見書の提出要領  

事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した文書 

を、令和６年３月１９日までに前項第２号の場所に到着するように提出する 

こと。 
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北九州市公告第１４６号 

 一般競争入札により、物件の借入れ及び保守業務契約を締結するので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市

契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第

４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和６年２月２７日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 調達内容 

 （１） 物品の名称及び数量 カラー複合機１台並びにモノクロ複写機２台 

及びカラー複写機１台 

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 （４） 入札方法  

ア モノクロ複写及びカラー複写各１枚当たりの単価（当該金額に１円未 

満の端数がある場合は、小数点以下第２位までを記載する。）にそれぞ 

れの予定数量（３年間分）を乗じて得た額の合計金額により行う。落札 

決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１ 

０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場 

合は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とす 

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免 

税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当 

する金額を入札書に記載すること。ただし、契約は、落札金額における 

モノクロ複写及びカラー複写各１枚当たりの単価契約とする。 

イ 郵送による入札を認める。 

ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再 

度入札を行う。 

エ 入札執行回数は、２回を限度とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規 

定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 
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３ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

 北九州市財政局財務部財政課 

イ 期間 この公告の日から令和６年３月８日まで（日曜日及び土曜日を 

除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時 

まで 

 （２） 入札関係資料の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。 

  電子メールによる交付を希望する場合は、同号イの期間に北九州市財政局 

  財務部財政課に連絡すること。 

 （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

 （４） 入札に参加するための要件 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに入札参加 

申込みを行わなければならない。 

  イ 入札参加申込みは、所定の様式を持参又は郵送することにより行わな 

ければならない。 

 （５） 入札参加申込書を提出する場所及び期間 

  ア 場所 第１号アの場所と同じ 

  イ 期間 

   （ア） 持参の場合 

     この公示の日から令和６年３月８日まで（日曜日及び土曜日を除く 

。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時ま 

で 

   （イ） 郵送の場合 

     書留郵便で令和６年３月８日午後５時までに必着のこと。 

 （６） 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便で 

  令和６年３月１２日午後５時までに必着のこと。 

 （７） 入札及び開札の場所及び日時 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

     北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室 

  イ 日時 令和６年３月１３日午後２時３０分 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

10



（２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た合計金額の１００分の 

５以上。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれか 

に該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 

   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲 

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の 

３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌 

年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削減があった場 

合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。 

 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

   北九州市財政局財務部財政課 

   〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２００２ 
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北九州市公告第１４８号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和６年２月２７日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 委託内容 

 （１） 業務名 令和６年度救急資器材管理供給業務委託 

 （２） 業務内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期限 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 北九州市の指定する場所 

 （５） 入札方法 

  ア 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 

当該金額の１００分の１０に相当する金額（当該金額に１円未満の端数

がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。）を加算した金

額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  イ 電送及び郵送による入札は、認めない。 

  ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再

度入札を行う。 

  エ 入札執行回数は、２回を限度とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４） 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和３５年法律第１４５号）第３９条の高度管理医療機器等の販売業

及び貸与業の許可を受けている者であること。 

（５） 物流管理システムを用いた資器材の管理供給業務について、非常駐
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型での実績を有していること。 

（６） 物流管理システムを用いた資器材の管理供給業務を行うための倉庫

を北九州市内に有していること。 

３ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

       北九州市消防局救急部救急課 

  イ 期間 この公告の日から令和６年３月１２日まで（日曜日及び土曜日

（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から正午まで

及び午後１時から午後５時まで 

 （２） 入札関係資料の交付方法 前号の場所及び期間において無償で交付

する。電子メールでの交付依頼も受け付ける。 

 （３） 入札説明会 

  ア 日時 令和６年３月６日午後２時 

  イ 場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

       北九州市消防局庁舎２階 災害対策本部室 

 （４） 入札に参加するための要件等 

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに入札参加

申込みを行い、入札参加者としての資格を有するか否かについて審査を

受けなければならない。 

  イ 入札参加申込みは、所定の様式を持参し、又は郵送することにより行

わなければならない。 

  ウ 入札参加資格の確認結果は、令和６年３月１５日午後４時までに通知

する。 

 （５） 入札参加申込書を提出する場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

       北九州市消防局救急部救急課 

  イ 期間 

  （ア） 持参の場合 

    この公告の日から令和６年３月１２日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

  （イ） 郵送の場合 

    書留郵便で令和６年３月１２日午後５時までに必着のこと。 

 （６） 入札及び開札の日時及び場所 

  ア 日時 令和６年３月１８日午後２時 
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イ 場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

       北九州市消防局庁舎２階 災害対策本部室 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

 ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

 イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

 ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 エ その他入札の条件に違反した入札 

（４） 落札者の決定方法 

  契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

  北九州市消防局救急部救急課 

  〒８０３－８５０９ 北九州市小倉北区大手町３番９号 

  電話 ０９３－５８２－３８２０ 
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北九州市公告第１４９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和６年２月２７日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の 

名称 
開発行為者 

北九州市小倉南区上吉田四丁目４２ 

番５、４３番１、４３番３及び４３ 

番４並びに大字吉田６５番１ 

 

北九州市小倉南区上吉田四丁目１ 

４番２２号 

株式会社福岡養鰻 

代表取締役 各務秀人 
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北九州市交通局公告第６号 

  一般競争入札により、令和６年度北九州市交通局旅客自動車等の任意保険契

約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の６第１項及び北九州市交通局契約規程（昭和３９年北九州市交通局管理規程

第５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭

和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の

規定により次のとおり公告する。 

  令和６年２月２７日 

                           北九州市交通局長 福 本 啓 二 

１ 競争入札に付する事項 

  （１） 業務名 令和６年度北九州市交通局旅客自動車等の任意保険 

  （２） 保険内容等 仕様書で定めるとおり 

  （３） 保険期間 令和６年４月１日午後４時から令和７年４月１日午後４

時まで 

  （４） 履行場所 北九州市交通局の指定する場所 

  （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額をもって落札金額とする。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。  

  （２） 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において

準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名

簿に記載されていること。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札手続等 

（１） 契約条項を示す場所及び期間 

    ア 場所 北九州市若松区東小石町３番１号 

       北九州市交通局営業推進課  

    イ 期間  この公告の日から令和６年３月７日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後３時まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  前号アの場所において無償で交
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付する。 

（３） 入札説明会  入札説明会は、行わないものとする。 

（４） 競争参加の申出書の提出  この公告に係る一般競争入札に参加を希

望する者は、この公告の日から令和６年３月６日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）に競争参加の申出書を第１号アの場所に提出しなければならな

い。 

（５） 入札及び開札の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

              北九州市交通局４２会議室 

   イ 日時 令和６年３月８日午後３時 

４ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア  言語 日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

    ア 入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免

除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

    ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

    ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。 

（５） 契約書作成の要否 否 

（６） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 
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（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

     北九州市交通局営業推進課 

     〒８０８－００１７ 北九州市若松区東小石町３番１号 

      電話 ０９３－７７１－８４１０ 

18


